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正
す
る
。

第
二
条
中
「
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規

定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
等
」

と
い
う
。
）
の
数
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
下
欄
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
」
に
改
め
、
同

条
の
表
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の

う
ち
、
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
同
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶

養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
三
十
歳
以
上

七
十
歳
未
満
の
扶
養
親
族
（
同
法
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い

う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
な
い
場
合　

三
百
六
十
万
四
千
円

二　

加
算
対
象
扶
養
親
族
等
が
あ
る
場
合　

三
百
六
十
万
四
千
円

に
次
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
額

イ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
七
十
歳
以
上
同
一
生
計
配

偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配

偶
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
（
同
法
に

規
定
す
る
老
人
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特

定
扶
養
親
族
等
（
同
法
に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
及
び
十

九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
数
に
三
十
八
万
円
を
乗
じ

て
得
た
額

ロ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
七
十
歳
以
上
同
一
生
計
配

偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

数
に
四
十
八
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
特
定
扶
養
親
族
等
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
に
六
十
三
万
円
を
乗
じ
て
得
た

目

次

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四
号

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七

年
東
京
都
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
に
当
該
扶
養
親
族
等
」
の
下
に
「
（
三
十
歳
以
上
七

十
歳
未
満
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定

す
る
扶
養
親
族
に
あ
つ
て
は
、
同
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親

族
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

十
三
号
）
」
を
「
同
法
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
一
月
以
後
の
月
分

の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
六
年
十
二
月

以
前
の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
五
号

東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

規
　
　
　
則

○
東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）…	

一

○
東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…	
一

告
　
　
　
示

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…	

二

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…	

二

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
の
認
定
取
消
し
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…	

二

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
…
…（
同
）…	

二

○
都
立
公
園
の
認
定
公
募
設
置
等
計
画
の
変
更
認
定
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…	

三

規
　
　
　
則

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

認
定
を
取
り
消
し
た
一
団
地
等
の
区
域
の
地
名
地
番
及
び
取
消
年

月
日

認
定
を
取
り
消
し
た
区
域
の
地
名
地
番

取
消
年
月
日

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
一
番
十
一
、
同
番
二

十
二
か
ら
同
番
二
十
六
ま
で
、
同
番
二
十
七

の
一
部
、
五
千
二
番
一
の
一
部
、
同
番
六
、

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三
十
五
番
一
、
同

番
八
、
同
番
九
並
び
に
八
百
五
十
六
番
十
、

九
百
四
十
一
番
一
及
び
九
百
四
十
五
番
の
各

一
部
、
代
々
木
一
丁
目
六
十
番
六
、
同
番
二

十
七
、
同
番
二
十
八
、
代
々
木
二
丁
目
二
番

二
か
ら
同
番
四
ま
で
、
同
番
六
か
ら
同
番
八

ま
で
、
四
十
八
番
一
、
同
番
八
か
ら
同
番
十

一
ま
で
、
九
百
三
十
八
番
、
同
番
二
、
九
百

三
十
九
番
一
、
九
百
四
十
番
一
並
び
に
九
百

六
十
七
番
一

令
和
六
年
十
月
三

日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
六
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
一
番
十
一
、
同
番

二
十
二
並
び
に
同
番
二
十
三
、
同
番
二
十

四
及
び
同
番
二
十
七
の
各
一
部
、
五
千
二

番
六
、
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
三
十
五

令
和
六
年
十
月
三

日

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七　

公
告
の
方
法

組
合
の
事
務
所
及
び
日
野
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
六
十
三
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
上
板
橋
駅
南
口
駅
前
東
地
区
市
街
地
再

開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

組
合
の
名
称

上
板
橋
駅
南
口
駅
前
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三　

施
行
地
区

板
橋
区
上
板
橋
一
丁
目
及
び
二
丁
目
各
地
内

四　

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

板
橋
区
上
板
橋
一
丁
目
十
九
番
二
十
一
号

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

五　

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
六
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
の
で
、
同
条
第

額

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
一
月
以
後

の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
令

和
六
年
十
二
月
以
前
の
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
六
十
二
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
野
市
上
台
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設

立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

組
合
の
名
称

日
野
市
上
台
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

日
野
市
大
字
日
野
の
各
一
部

四　

事
務
所
の
所
在
地

日
野
市
大
字
日
野
四
百
九
十
五
番
地
の
二

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

六　

事
業
年
度
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番
一
、
同
番
八
、
同
番
九
並
び
に
八
百
五

十
六
番
十
、
九
百
四
十
一
番
一
及
び
九
百

四
十
五
番
の
各
一
部
、
代
々
木
一
丁
目
六

十
番
六
、
同
番
二
十
七
、
同
番
二
十
八
、

代
々
木
二
丁
目
二
番
二
か
ら
同
番
四
ま
で
、

同
番
六
か
ら
同
番
八
ま
で
、
四
十
八
番
一
、

同
番
八
か
ら
同
番
十
一
ま
で
並
び
に
九
百

六
十
七
番
一
の
一
部

二　

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
六
十
六
号

東
京
都
立
代
々
木
公
園
の
整
備
・
管
理
運
営
事
業
（
公
募
設
置
管

理
制
度
）
に
お
け
る
認
定
公
募
設
置
等
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

認
定
計
画
提
出
者

代
々
木
公
園
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｓ 

二

変
更
を
認
定
し
た
日

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

三

認
定
の
有
効
期
間

公
募
対
象
公
園
施
設
の
工
事
着
手
の
日

か
ら
二
十
年
間

四

指
定
し
た
公
募
対
象

公
園
施
設
の
場
所

渋
谷
区
神
南
一
丁
目
地
内
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
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